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請求の種類 開示決定等の期限

開示請求
〔第４条・第５条〕

訂正請求
〔第６条〕

利用停止請求
〔第７条〕

練馬区個人情報の保護に関する法律施行条例（素案）

第１条 趣旨
この条例は法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条 用語
条例で使用する用語は法で使用する用語の例による。

第４～７条 開示決定等の期限 〔条例で定めることが妨げられるものではない事項〕
● 開示、訂正、利用停止決定等は請求のあった日から15日以内に行う（補正に要した日数は期間に算入しない）。

〔第４条第１項、第６条第１項、第７条第１項〕
● 開示、訂正、利用停止決定等にあたり、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、15日以内に限り、延長することができる。

〔第４条第２項、第６条第２項、第７条第２項〕
● 保有個人情報が著しく大量であるため、30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずる

おそれがある場合には、相当の部分について、30日以内に開示決定等をし、残りの部分については相当の期間内に開示決定を行うこと
とする。この場合には当該規定を適用する旨および理由、残りの部分の開示決定等の期限を請求者に書面で通知しなければならない。
〔第５条〕

付則
● 施行期日は令和５年４月１日とする。
● この条例の施行に合わせ、練馬区個人情報保護条例（平成12年練馬区条例第79号）は廃止する。
● 条例の施行後も旧条例に規定する実施機関の職員等に対する旧条例に基づく個人情報の守秘義務については、従前の例による。
● 条例の施行前に請求がされた自己情報の開示、訂正、削除および目的外利用等の中止については、従前の例による。
● 条例の施行後に、旧条例適用職員等が正当な理由なく、旧条例に規定する個人情報の提供等を行った場合には、旧条例と同様の罰則を

科することとする。
● 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、旧条例の失効後も、なお従前の例による。

第８条 審議会への諮問 〔条例で定めることが妨げられるものではない事項〕
区長は、この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合その他の個人情報の保護に関する制度の運営に関する重要な事項を定める
場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、練馬区情
報公開および個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

第９条 委任
この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。

第３条 開示請求に係る手数料等 〔条例で定めることが法律上必要な事項〕
開示請求に係る手数料の額は無料とする。
ただし、写しの作成および送付に要する費用については、請求者の負担とする。

● 令和３年５月、「個人情報の保護に関する法律」（以下
「法」という。）が改正され、国・地方公共団体・民間
事業者における個人情報に関する法体系が一本化された。

● 令和５年４月から、法の規定が区にも直接適用されるこ
とに伴い、練馬区個人情報保護条例（以下「旧条例」とい
う。）を廃止し、新たに法の施行に当たっての必要な事項
を定めた練馬区個人情報の保護に関する法律施行条例
（以下「条例」という。）を制定する。

相当の期間内15日以内に限り延長可請求のあった日から15日以内

条例で定めることが
法律上必要な事項

開示請求における手数料

必要に応じて条例で
定めることとされる事項

行政機関等匿名加工情報の提供に係る
提案募集制度に関する事項

条例要配慮個人情報

開示等請求における不開示情報の範囲

条例で定めることが
妨げられるものではない
事項

個人情報取扱事務登録簿

開示請求等の手続（開示決定等の期限）

審議会の設置・諮問

※ 訂正決定等に特に長期間を要すると認める
ときは、相当の期間内に訂正決定等を行う。
（法95条）

※ 利用停止決定等に特に長期間を要すると認める
ときは、相当の期間内に訂正決定等を行う。
（法103条）

15日以内に限り延長可請求のあった日から15日以内

15日以内に限り延長可請求のあった日から15日以内

● 法の規定に基づき各地方公共団体が条例で規定する(できる)
以下の項目のうち、「開示請求における手数料」「開示請求
等の手続（開示決定等の期限）」「審議会の設置・諮問」の
３項目について、条例に規定する。

● 今後は、法および条例のほか、国から示されている「個人
情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関
編）」および「個人情報の保護に関する法律についての事務
対応ガイド（行政機関向け）」をもとに個人情報保護制度を
運用していく。

＜法の規定に基づき各地方公共団体が条例で規定する(できる)事項＞



  

練馬区個人情報の保護に関する法律施行条例（素案） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（開示請求に係る手数料等） 

第３条 法第89条第２項の規定による開示請求に係る手数料は、無料とする。 

２ 法第87条第１項の規定により写しの交付を受ける者は、写しの作成および送

付に要する費用を負担しなければならない。 

（法第108条の規定により条例で定める開示決定等の期限） 

第４条 練馬区の機関（区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および農

業委員会をいう。以下本則において「実施機関」という。）による開示決定等

は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77

条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。

この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間

および延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（法第108条の規定により条例で定める開示決定等の期限の特例） 

第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があっ

た日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施

機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等を

すれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内



に、開示請求者に対し、つぎに掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

 ⑴ この条の規定を適用する旨およびその理由 

 ⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（法第108条の規定により条例で定める訂正決定等の期限） 

第６条 実施機関による訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしな

ければならない。ただし、法第91条第３項の規定により補正を求めた場合にあ

っては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。

この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間

および延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（法第108条の規定により条例で定める利用停止決定等の期限） 

第７条 実施機関による利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以

内にしなければならない。ただし、法第99条第３項の規定により補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。

この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の

期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（審議会への諮問） 

第８条 区長は、この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合その他

の個人情報の保護に関する制度の運営に関する重要な事項を定める場合におい

て、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く

ことが特に必要であると認めるときは、練馬区情報公開および個人情報保護運

営審議会条例（平成12年３月練馬区条例第80号）第１条に規定する練馬区情報

公開および個人情報保護運営審議会に諮問することができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。 



   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（練馬区個人情報保護条例の廃止） 

２ 練馬区個人情報保護条例（平成12年３月練馬区条例第79号。以下「旧条例」

という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に旧条例第２条第７号に規定する実施機関（以下「旧

実施機関」という。）の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施

機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第２条第１号

に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の取扱いに従事していた

者に係る旧条例第３条第２項の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだり

に他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務については、こ

の条例の施行後も、なお従前の例による。 

４ この条例の施行前において旧条例第14条第１項の規定による受託業務または

指定管理者が管理する公の施設の業務に従事していた者に係る同条第２項の規

定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、または当該業

務以外の目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、な

お従前の例による。 

５ この条例の施行の日前に旧条例第19条または第21条から第23条までの規定に

よる請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除

および目的外利用等の中止については、なお従前の例による。 

６ つぎに掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実

施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第10

号アに係る個人情報ファイル（その全部または一部を複製し、または加工した

ものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役または

1,000,000円以下の罰金に処する。 

 ⑴ この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行

前において旧実施機関の職員であった者 



 ⑵ この条例の施行前において旧条例第14条第１項の規定による受託業務また

は指定管理者が管理する公の施設の業務に従事していた者 

７ 前項各号に掲げる者が、当該業務に関して知り得たこの条例の施行前におい

て旧実施機関が保有していた旧条例第２条第２号に規定する管理個人情報（以

下「旧管理個人情報」という。）をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、１年以下の懲役また

は500,000円以下の罰金に処する。 

８ 付則第６項第２号に掲げる者で、当該業務に関して知り得たこの条例の施行

前において旧実施機関が保有していた個人の秘密をこの条例の施行後に漏らし

たものは、１年以下の懲役または300,000円以下の罰金に処する。 

９ この条例の施行前において旧条例第14条第１項の規定による受託業務を行

い、または指定管理者として指定を受けた法人の代表者または法人もしくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関してこの条

例の施行後に前３項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その

法人または人に対しては、1,000,000円以下の罰金刑を科する。 

10 偽りその他不正の手段により、旧条例第19条の規定による開示の請求に応じ

る決定に基づく旧管理個人情報の開示をこの条例の施行後に受けた者は、

50,000円以下の過料に処する。 

11 付則第２項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の

処罰については、その失効後も、なお従前の例による。 

 



練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例（改正素案）

第１条 設置
練馬区情報公開条例（平成13年10月練馬区条例第61号）による情報公開制度および練馬区個人情

報保護条例（平成12年３月練馬区条例第79号。以下「個人情報保護条例」という。）による個人情
報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会（以下
「審議会」という。）を置く。

第２条 所掌事項
審議会は、個人情報保護条例の規定により実施機関（個人情報保護条例第２条第７号に規定する実

施機関をいう。以下同じ。）が審議会の意見を聴くこととされた事項について、当該実施機関の諮問
に応じて審議し、答申する。
２ 審議会は、つぎに掲げる事項について、区長の諮問に応じて審議し、答申する。
(1) 情報公開制度の運営に関する重要な事項
(2) 個人情報保護制度の運営に関する重要な事項
３ 審議会は、情報公開制度および個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、区長に意
見を述べることができる。

第４条 任期
委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任

期は、前任者の残任期間とする。
第５条 会長および副会長
審議会に会長および副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理
する。

第６条 会議
審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。

第７条 委員会
審議会は、審議の効率的な運営を図るため、委員会を置くことができる。

２ 委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。
３ 委員会に委員長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
第８条 意見聴取等
審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係人に出席を求

め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、または説明を求めることができる。
第９条 会議の公開
審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。

第10条 守秘義務
審議会の委員は、職務上知り得た秘密をみだりに漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。
第11条 委任
この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。

第３条 組織
審議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱または任命する委員25人以内をもって組織する。

(1) 区民 11人以内
(2) 区議会議員 ７人以内
(3) 学識経験者 ５人以内
(4) 区職員 ２人以内

現行 改正案

第１条 設置
練馬区情報公開条例（平成13年10月練馬区条例第61号）による情報公開制度ならびに個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）および練馬区個人情報の
保護に関する法律施行条例（令和４年 月練馬区条例第 号。以下「個人情報保護法施行条例」とい
う。）による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、練馬区情報公開および個人情報保
護運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。

▶ 法の規定が区に直接適用されることに伴い、根拠の規程を改正する※。

第２条 所掌事項
審議会はつぎに掲げる事項について、区長の諮問に応じて審議し、答申する。
⑴ 情報公開制度の運営に関する重要な事項
⑵ 個人情報保護制度の運営に関する重要な事項

２ 審議会は、情報公開制度および個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、区長に意
見を述べることができる。

第３条 組織
審議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員13人以内をもって組織する。
(1) 区民 ８人以内
(2) 学識経験者 ５人以内

▶ 今後の諮問事項および国の考え方を踏まえ、審議会の組織構成を改正する。

第４条~第11条
改正なし（現行通り）

付則
● 施行期日を令和５年４月１日とする旨を定める。
● 現審議会委員（区議会議員と区職員）の任期は令和５年３月31日までとする旨を定める。
● 現審議会委員（区民と学識経験者）の任期は令和６年３月31日までとする旨を定める。

▶ 施行期日について規定する。
▶ 現審議会委員について、区議会議員を除き、委嘱期間満了まで委員とする旨を経過措置規定を

定める。

※ 「練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例（平成12年３月練馬区条例第81号）」についても
個人情報保護条例の条項を引用している箇所を、個人情報保護法の条項の引用に改める。

◎ 所掌事項および組織の見直しについて

法の規定が区に直接適用されることにより、個人情報の目的外利用など従来の諮問事項について、
審議会へ諮問できなくなり、諮問事項が大幅に減少する。
今後は、審議会に対して、条例改正など専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な場合に
限って、諮問することができるようになる。
そのため、諮問事項の変更に合わせ、審議会の組織構成については、区民および専門的知見を有す
る学識経験者による構成に見直す。
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練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例（改正素案） 

 

（設置） 

第１条 練馬区情報公開条例（平成13年10月練馬区条例第61号）による情報公開

制度ならびに個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）および練馬

区個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年 月練馬区条例第 号）に

よる個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、練馬区情報公開およ

び個人情報保護運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、つぎに掲げる事項について、区長の諮問に応じて審議し、答

申する。 

 ⑴ 情報公開制度の運営に関する重要な事項 

 ⑵ 個人情報保護制度の運営に関する重要な事項 

２ 審議会は、情報公開制度および個人情報保護制度の運営に関する重要な事項

について、区長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員13人以内をもっ

て組織する。 

(1) 区民 ８人以内 

(2) 学識経験者 ５人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた

場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長および副会長） 

第５条 審議会に会長および副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定

める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたとき



2/3 

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（委員会） 

第７条 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、委員会を置くことができる。 

２ 委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 委員会に委員長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

（意見聴取等） 

第８条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関の職員

その他の関係人に出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、または説

明を求めることができる。 

（会議の公開） 

第９条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、

非公開とすることができる。 

（守秘義務） 

第10条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密をみだりに漏らしてはならない。

その職を退いた後も、また、同様とする。 

（委任） 

第11条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成13年10月条例第63号） 

この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

付 則（平成16年３月条例第33号）抄 

（施行期日） 

 この条例は、平成16年４月１日から施行する。 
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付 則（平成27年６月条例第33号）抄 

（施行期日） 

 この条例は、平成27年10月５日から施行する。 

   付 則（令和４年11月条例第〇〇号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、この条例による改正

後の練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例第３条の規定の適用

については、同条中「13人」とあるのは「16人」と、同条第１号中「８人」

とあるのは「11人」とする。 


